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令和７年 8 月 12 日

１ 地域取組主体の概要

15人

（注）主な組織の事業内容は、具体的に記載する。

２ 事業実施体制

（注）実施に必要な関係機関との実施体制を記載する。

３ 女性の就農環境改善のための取組計画
（１）地域取組主体における女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題（注）

（注）（２）の取組に係る具体的な課題を記載する。

【地域の女性農業者の課題】
本山町農業公社では、地域農業の担い手確保や事業拡大を目指し、女性の就農・雇用促進に取り組んでいるが、部署
ごとに女性の就業希望の偏りが見られる。特に、農産品の販売を担当する「本山さくら市」などの直売部門は、接客
や店舗業務を希望する女性に人気があり、応募者も多い。一方で、農業関連事務、農作業（種苗センター、ライスセ
ンター）、食品加工（商品加工室、精米所）などの部門では、女性の就業希望者が元々少なく、応募がほとんどない
状況である。さらにこれらの部署では男女共用トイレしか整備されていないことが、現在働いている女性職員にとっ
ても不安や不便を感じる要因となっており、「気兼ねしてトイレに行きづらい」「落ち着いて利用できない」「サニ
タリーボックスを使いにくい」などの声が寄せられている。

【現状の労働環境を踏まえた施設等の必要性】
人気部署である直売所では、男女別トイレの整備がされており、女性も安心して勤務できる環境が整っている。
一方で、農業関連の現場部門では就業環境が十分に整っておらず、トイレなどの基礎設備が共用であることが、女性
の就業希望をさらに減らす要因となっている。将来的な種苗事業や特産品事業の拡大、現場人材の確保・育成を進め
るためにも、男女別トイレの整備は急務であり、女性が安心して働ける環境づくりの第一歩である。

【その他女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題】
農業関連の現場部署は「体力的にきつそう」「男性が多い」というイメージが強く、女性の応募が少ない背景となっ
ている。現場で働く女性は少なく、相談相手やモデルとなる人材が不在で、孤立しやすい。育児や家庭との両立を考
慮した制度がまだ十分に整備されていない。ハラスメントや偏見に対する明確な方針・対策が必要。こうした課題に
対し、社会保険労務士の助言を得て、就業規則の見直しなど制度整備を進めるとともに、農業者間での女性の活躍事
例を発信することで、呼び込み・定着・活躍を一体的に進めていくことが重要である。

令和６年度女性の就農環境改善・活躍推進事業
（女性が働きやすい環境の整備支援）計画書

名称
所在地
代表者

主な組織の事業内容
（注）

一般財団法人 本山町農業公社
⾼知県⻑岡郡本山町北山甲268-5
田岡 清

農業経営支援、農産物の生産・販売、農業環境の整備、地域振興・コ
ミュニティ活動などを行う組織  従業員数 27人（パート含む）
本山町農業公社の拠点には事務所、種苗センター、ライスセンター、精
米所、食品加工室、会議室などが併設している。また、別拠点として農
産品直売所「本山さくら市」を運営する。
①農用地利用推進事業（農地の流動化の支援、日本型直接支払における
事務局）
②農作業受委託事業 （耕耘・水田整地・田植え・防除・稲刈 等）
ライスセンター運営（乾燥調整・籾摺り・低温貯蔵 等）
③米生産事業  水稲 約7ha作付
④種苗事業 野菜・花など育苗事業（種苗センター運営、育苗ハウス
34a、作業棟（播種、接木作業）人工光・閉鎖型苗生産施設）
⑤特産品普及事業（特産品開発、農産物販売、野菜集出荷等）
⑥本山さくら市事業（農産物直販所の運営）

女性農業者の人数：

【本山町役場】（支援者）
①行政支援、必要な法的・
予算面のバックアップ
②女性就農支援施策との連
携など

【本山町農業公社】（事業主体）
①男女別トイレの設置を実施
②女性の働きやすい職場に向けた具体的な計
画策定
③目標達成の進捗管理
④女性の雇用・育成支援を推進
⑤町や協力団体へ情報の発信や提供

【社労士】（支援者）
①就業規則や労働条件の見
直しに関する専門的助言
②育児休業制度、短時間勤
務制度、ハラスメント防止
等、職場環境改善の助言
③一般事業主行動計画助言



確保する
施設等の
区分

②男女別トイ
レ

本山町農業公社 1 6

1 6

(注1)

(注2)

(注3)

（３）① 一般事業主行動計画策定・公表に向けた取組計画

(注1)

(注2)

   ② 整備内容を踏まえた「目標」達成のための取組（注）

(注)

４ 女性農業者確保の目標（注）

0人 0人 アルバイト等 2人

（注）事業実施年度の翌年度末までの新規確保人数。また、第２の１の（５）の実績報告においては記載不要。

※
※

※

備考

計

区分番号
（注2）

確保場所 数量
利用する女性
農業者（注
3）の人数

①託児スペース ②男女別トイレ ③更衣室 ④休憩スペース
⑤アシストスーツ、⾼さが調節できる作業台等の備品の確保 ⑥その他

時期 計画策定（見直し）に向けた取組内容

事業実施主体は、本計画をホームページへ公表する際には、「事業費」及び「国庫補助金」の欄を削除す
ること。
「確保する施設等の区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。また、⑤又は⑥を選択した場
合は、具体的な名称も記載すること。
農業者は、新規参入者、自営農業就農者（結婚を機に就農された者を含む。）、雇用就農者、アルバイ
ト、ボランティア等の農業関連事業を含む年間30日以上従事の者とする。
農業関連事業とは、農産物製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受
託、都市住⺠等の農作業体験施設の設置・運営や⺠宿業を含む。

９月 職員と意見交換（現状把握、課題分析）
９月~１１月 社労士から計画策定のアドバイス受ける

１１月~１２月 一般事業主行動計画案の策定及び職員共有

実績報告の際、策定した一般事業主行動計画の写しを添付すること。

１２月 理事会に提出・審議・承認・職場内周知
1月 労働局提出・公表（HPなど）

計画策定（見直し）に向けた取組の内容欄には、計画策定（既に策定されている場合は、事業内容に沿っ
た見直しも含む。）に向けた①現状把握、課題分析、②計画策定、組織内周知、公表について、それぞれ
の方法や内容を記載するものとする。

時期 取組内容
9月 社労士等専 門家への相談 １回
9月 働きやすい環境の整備に向けた社内検討会      ２回
9月 男女別トイレ改修工事発注

11月 男女別トイレ改修工事完成
2月 ハローワークへの求人情報掲載

国が必要と求める資料については、求めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。

（女性農業者の新規確保人数の内訳）

3月 業務体験会 1回
女性の就農環境改善のための整備内容を踏まえた、女性農業者確保の目標の達成のための具体的な
取組内容（例：更衣室や休憩室の設置など働きやすい環境のPRによる求人など）を記載すること。

自営農業就業者 雇用就農者

添付資料のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを
記載することにより当該資料の添付を省略することができる。

必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付すること。

翌年度末までの女性農業者の新規確保人数（注） 2人

時期

R７.９

備考

備考

（２）女性の働きやすい環境を整備するための託児スペース、男女別トイレ、更衣室等の確保に係る計画（注1）




